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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者により入力された指示に応じて変更された補正値であって、眼底を観察するため
の第１の光源の光量の補正値と前記眼底を撮影するための第２の光源の光量の補正値とを
取得する取得手段と、
　前記第１の光源の照明下での前記眼底からの反射光を測光する測光手段により得られる
測光情報と、前記測光手段による測光時における前記第１の光源の光量と、前記第１の光
源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、前記第１の光源の光量を制御する第１の
制御手段と、
　前記測光手段により得られる測光情報と、前記測光手段による測光時における前記第１
の光源の光量と、前記第２の光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、前記第２
の光源の光量を制御する第２の制御手段と、
を有することを特徴とする光量制御装置。
【請求項２】
　前記第１の制御手段は、前記測光手段による測光時における前記第１の光源の光量に対
する、前記測光情報により示される前記第１の光源の照明下での前記眼底からの反射光の
光量の割合である、前記眼底の反射特性に対応する前記第１の光源の光量を取得し、取得
した当該第１の光源の光量と前記第１の光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて
、前記第１の光源の光量を制御することを特徴とする請求項１に記載の光量制御装置。
【請求項３】
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　前記第２の制御手段は、前記測光手段による測光時における前記第１の光源の光量に対
する、前記測光情報により示される前記第１の光源の照明下での前記眼底からの反射光の
光量の割合である、前記眼底の反射特性に対応する前記第２の光源の光量を取得し、取得
した当該第２の光源の光量と前記第２の光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて
、前記第２の光源の光量を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の光量制御装
置。
【請求項４】
　自動光量制御のオンとオフとを切り替える切替手段を更に有し、
　前記切替手段により自動光量制御がオンに切り替えられた場合、前記第１の制御手段及
び前記第２の制御手段が機能することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の
光量制御装置。
【請求項５】
　前記第１の光源の光量の補正値に関する入力を受け付ける第１の入力手段と、
　前記第２の光源の光量の補正値に関する入力を受け付ける第２の入力手段と、
　前記第１の入力手段及び前記第２の入力手段のうちの何れか一方で受け付けられた入力
に応じて、前記第１の光源の光量の補正値及び前記第２の光源の光量の補正値の両方を連
動させて変更する変更手段と、
を更に有することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の光量制御装置。
【請求項６】
　前記第１の光源の照明下での前記眼底からの反射光に基づいて前記眼底を観察するため
の画像データを出力するとともに、前記第２の光源の照明下での前記眼底からの反射光に
基づいて前記眼底を撮影するための画像データを出力する撮像手段を更に有し、
　前記測光手段は、前記第１の光源の照明下において前記撮像手段より出力される画像デ
ータに基づいて、前記第１の光源の照明下での前記眼底からの反射光を測光することを特
徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の光量制御装置。
【請求項７】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得する取得手段と、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、前記観察光源の光量及び撮影光源の光量
を決定する決定手段と、
　前記決定された光量に基づいて、前記観察光源及び前記撮影光源を制御する制御手段と
、
を有することを特徴とする光量制御装置。
【請求項８】
　前記決定手段は、操作者により入力された１つの指示に応じて、前記観察光源の光量及
び前記撮影光源の光量を決定することを特徴とする請求項７に記載の光量制御装置。
【請求項９】
　前記決定手段は、操作者により入力された別々の指示に応じて、前記観察光源の光量及
び前記撮影光源の光量を決定することを特徴とする請求項７に記載の光量制御装置。
【請求項１０】
　操作者が前記値の増加及び前記値の低減の指示を入力するための独立した複数の入力手
段を更に有することを特徴とする請求項７乃至９の何れか１項に記載の光量制御装置。
【請求項１１】
　操作者が前記値の増加及び前記値の低減の指示を入力するための共通の入力手段を更に
有することを特徴とする請求項７乃至９の何れか１項に記載の光量制御装置。
【請求項１２】
　前記制御手段の制御のオンとオフとを切り替える切替手段を更に有し、
　前記決定手段は、前記オンとオフとに応じて前記値に対応する光量が異なるように、前
記観察光源の光量及び前記撮影光源の光量を決定することを特徴とする請求項７乃至１１



(3) JP 5867990 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

の何れか１項に記載の光量制御装置。
【請求項１３】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得する取得手段と、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、前記観察光源及び撮影光源の光量を制御
する制御手段と、
を有することを特徴とする光量制御装置。
【請求項１４】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得する取得手段と、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、撮影光源の光量を決定する決定手段と、
　前記決定された光量に基づいて、前記撮影光源を制御する制御手段と、
を有することを特徴とする光量制御装置。
【請求項１５】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得する取得手段と、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、前記観察光源の光量を決定する決定手段
と、
　前記決定された光量に基づいて、前記観察光源を制御する制御手段と、
を有することを特徴とする光量制御装置。
【請求項１６】
　光量制御装置によって実行される光量制御方法であって、
　被検者により入力された指示に応じて変更された補正値であって、眼底を観察するため
の第１の光源の光量の補正値と前記眼底を撮影するための第２の光源の光量の補正値とを
取得する取得ステップと、
　前記第１の光源の照明下での前記眼底からの反射光を測光する測光ステップと、
　前記測光ステップにより得られる測光情報と、前記測光ステップによる測光時における
前記第１の光源の光量と、前記第１の光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、
前記第１の光源の光量を制御する第１の制御ステップと、
　前記測光ステップにより得られる測光情報と、前記測光ステップによる測光時における
前記第１の光源の光量と、前記第２の光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、
前記第２の光源の光量を制御する第２の制御ステップと、
を含むことを特徴とする光量制御方法。
【請求項１７】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得するステップと、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、前記観察光源の光量及び撮影光源の光量
を決定するステップと、
　前記決定された光量に基づいて、前記観察光源及び前記撮影光源を制御するステップと
、
を含むことを特徴とする光量制御方法。
【請求項１８】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得するステップと、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、前記観察光源及び撮影光源の光量を制御
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するステップと、
を含むことを特徴とする光量制御方法。
【請求項１９】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得するステップと、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、撮影光源の光量を決定するステップと、
　前記決定された光量に基づいて、前記撮影光源を制御するステップと、
を含むことを特徴とする光量制御方法。
【請求項２０】
　観察光源を用いて照明した被検眼からの戻り光に基づいて取得された前記被検眼の動画
像を取得するステップと、
　操作者により入力された指示に対応する値と前記動画像の強度と前記動画像が取得され
る際における前記観察光源の光量とに基づいて、前記観察光源の光量を決定するステップ
と、
　前記決定された光量に基づいて、前記観察光源を制御するステップと、
を含むことを特徴とする光量制御方法。
【請求項２１】
　請求項１６乃至２０の何れか１項に記載の光量制御方法の各工程をコンピュータに実行
させるためのプログラム。
【請求項２２】
　被検眼を観察するための観察光源と、
　前記被検眼を撮影するための撮影光源と、
　被検者により入力された指示に応じて変更された補正値であって、前記観察光源の光量
の補正値と前記撮影光源の光量の補正値とを取得する取得手段と、
　前記観察光源を用いて照明した前記被検眼からの戻り光を測光する測光手段と、
　前記測光手段により得られる測光情報と前記測光手段による測光時における前記観察光
源の光量と前記観察光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、前記観察光源の光
量を制御し、前記測光手段により得られる測光情報と前記測光手段による測光時における
前記観察光源の光量と前記撮影光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、前記撮
影光源の光量を制御する制御手段と、
を有することを特徴とする眼科装置。
【請求項２３】
　前記被検眼の眼底の視神経乳頭の明るさに基づいて前記撮影光源の光量の補正値を設定
する設定手段を有することを特徴とする請求項２２に記載の眼科装置。
【請求項２４】
　前記観察光に基づく前記被検眼の眼底の眼底像の明るさとアライメント指標の明るさと
に基づいて前記観察光源の光量の補正値を設定する設定手段を更に有することを特徴とす
る請求項２３に記載の眼科装置。
【請求項２５】
　被検眼を観察するための観察光源と、前記被検眼を撮影するための撮影光源とを有する
眼科装置によって実行される眼科方法であって、
　被検者により入力された指示に応じて変更された補正値であって、前記観察光源の光量
の補正値と前記撮影光源の光量の補正値とを取得する取得ステップと、
　前記観察光源を用いて照明した前記被検眼からの戻り光を測光する測光ステップと、
　前記測光ステップにおいて得られる測光情報と前記測光ステップの測光時における前記
観察光源の光量と前記観察光源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、前記観察光
源の光量を制御し、前記測光ステップにおいて得られる測光情報と前記測光ステップの測
光時における前記観察光源の光量と前記撮影光源の光量の前記変更された補正値とに基づ
いて、前記撮影光源の光量を制御する制御ステップと、
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を含むことを特徴とする眼科方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の眼科方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼底像の観察時、撮影時における光源の光量を制御する技術に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、被検眼の眼底に定常光である観察光を照射し、眼底からの反射光を受光して
得られる観察光下の眼底像を観察しつつ位置合わせを行った後、パルス光である撮影光を
照射し、撮影光下の眼底像を静止画像として得る眼科撮影装置が知られている。この眼底
における光の反射率は個体差や病変等によって被検眼毎に異なるため、撮像素子が受光す
る撮影光の光量を適切に制御する技術が必要である。
【０００３】
　このような技術の例として、特許文献１において、被検眼に観察光を照射し眼底で反射
された観察光から撮影光の光量を決定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０４－１５０８３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示される技術は、光量適正制御の対象は撮影光源のみで
ある。眼科撮影装置においては、観察光下での眼底観察においても、その光量を適正に制
御する必要性がある。これに対し、特許文献１に開示される技術では、眼底観察時には眼
底像を観察、位置合わせを行いながら、撮影者は観察光源の光量をマニュアルで適正なも
のに合わせるという作業を行わなくてはならない。
【０００６】
　また、特許文献１に開示される技術は、眼底撮影を適切な光量で行うことを目的として
いる。しかしながら、眼底撮影において適切といえる光量は、撮影の目的、眼底像判読者
の好み等の様々な要因で変化する。特許文献１に開示される技術では、そのような必要性
に対して柔軟に光量制御を行うことはできない。観察光量についても同様のことがいえる
。観察時の眼底像の明るさについて、例えば一般的に眼底像が暗い方が位置合わせ用に被
検眼に投影される位置合わせ指標が見やすく、操作が容易であるため、観察光量を下げる
必要がある。しかし、逆に観察光下での眼底像を観察する場合は、眼底像は明るい方が観
察を行いやすいと考えられる。従って、観察光量の自動制御を行う際においても、眼底像
露出の適正値に柔軟性を持たせる必要がある。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、眼底像の観察及び撮影時において個別に目的及び用途に応じ
た露出となるよう、光源の光量を制御することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の光量制御装置は、被検者により入力された指示に応じて変更された補正値であ
って、眼底を観察するための第１の光源の光量の補正値と前記眼底を撮影するための第２
の光源の光量の補正値とを取得する取得手段と、前記第１の光源の照明下での前記眼底か
らの反射光を測光する測光手段により得られる測光情報と、前記測光手段による測光時に
おける前記第１の光源の光量と、前記第１の光源の光量の前記変更された補正値とに基づ
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いて、前記第１の光源の光量を制御する第１の制御手段と、前記測光手段により得られる
測光情報と、前記測光手段による測光時における前記第１の光源の光量と、前記第２の光
源の光量の前記変更された補正値とに基づいて、前記第２の光源の光量を制御する第２の
制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、眼底像の観察及び撮影時において個別に目的及び用途に応じた露出と
なるよう、光源の光量を制御することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る眼底カメラの構成を示す図である。
【図２】操作部の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る眼底カメラの処理を示すフローチャートである。
【図４】撮影光量補正値、観察光量補正値の変更処理を示すフローチャートである。
【図５】撮影光源で眼底を撮影した場合の、各眼底部位における反射強度の一例を示す図
である。
【図６】観察光下での眼底像を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を適用した好適な実施形態を、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１２】
　先ず、本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明の実施形態に係る眼底カメ
ラ１００の構成を示す図である。図１において、観察撮影光学系は、被検眼Ｅに対向して
配置される対物レンズ１、対物レンズ１の光軸Ｌ１上に設けられた撮影絞り２、フォーカ
スレンズ３、結像レンズ４からなり、眼底での反射光を撮像素子５に導く。観察光を照射
する際には、観察撮影光学系はその観察光の眼底からの反射光を撮像素子５に導き、撮影
光を照射する際には、観察撮影光学系はその撮影光の眼底からの反射光を撮像素子５に導
く。なお、眼底カメラ１００は、光量制御装置の適用例となる構成である。
【００１３】
　撮像部２２は、撮影光と観察光とに感度を有する撮像素子５、Ａ／Ｄ変換素子１７、メ
モリ１８、測光値算出部１９、モニタ２０、撮像制御部２１により構成され、眼底カメラ
光学部の筐体と図示のないマウント部で着脱可能に固定されている。この観察撮影光学系
と撮像部２２とで眼底を照明しつつ眼底像を撮像する。
【００１４】
　眼底照明光学系は、対物レンズ１、穴明きミラー６、レンズ７、レンズ８、リング絞り
９、ダイクロイックミラー１０、コンデンサレンズ１１、コンデンサレンズ１３により構
成され、観察光及び撮影光を被検眼Ｅに導く。穴あきミラー６は撮影絞り２の付近に斜設
され、穴あきミラー６の反射方向の光軸Ｌ２上にはレンズ７、レンズ８が配置される。ま
た、穴あきミラー６上には、被検眼Ｅの角膜Ｅｐへアライメント指標を投影するためのＷ
Ｄ光源１５がファイバ１６を介して接続されている。ＷＤ光源１５は７００ｎｍの実質的
な単波長若しくは極めて狭い波長帯域の光源である。なお、これ以外の波長帯域を有する
光源を利用してもよい。
【００１５】
　リング状の開口を有するリング絞り９は光軸中心に遮光部を有し、レンズ７とレンズ８
とより被検眼Ｅの瞳孔Ｅｐと光学的に略共役な位置に配設している。ダイクロイックミラ
ー１０は観察光の波長帯を透過し撮影光の波長帯を反射する特性を有しており、リング絞
り９とともに光軸Ｌ２上に配置されている。ダイクロイックミラー１０の反射方向の光軸
Ｌ３上には、コンデンサレンズ１１、撮影光源１２が配置されている。ダイクロイックミ
ラー１０の透過方向の光軸Ｌ４上には、コンデンサレンズ１３、観察光源１４が配置され
ている。
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【００１６】
　撮影光源１２は、撮影のパルス光を被検眼Ｅに照射する光源である。撮影光源１２は撮
影光源制御部２４により制御される。観察光源１４はＬＥＤが複数個配置され、定常光を
被検眼Ｅに照射する観察光源であり、観察光源制御部２５により制御される。ここで、撮
影光源とは、目的とする眼底像を撮像するために眼底を照明する光源を指し、観察光源と
は目的の眼底像の撮影前に、眼底カメラ１００と被検眼Ｅとの位置合わせ等の撮影準備を
行うために被検眼Ｅに照射する光源を指す。撮影光を照射して行う本撮影の前に観察光を
照射して得られる眼底像の動画によって検査者は眼底を観察し、位置調整やピント合わせ
その他の撮影条件の調節を行う。本実施形態において撮影光源１２は４２０～７５０ｎｍ
の広帯域波長光源であり、観察光源１４は８５０ｎｍの実質的な単波長若しくは極めて狭
い波長帯域の光源である。観察光源１４を赤外波長光源とすることで、観察時の縮瞳を抑
えている。眼底照明光学系、撮影光源１２及び観察光源１４により、被検眼Ｅに観察光及
び撮影光を照射して眼底を照明する。なお、観察光源１４は第１の光源の適用例であり、
撮影光源１２は第２の光源の適用例である。また、観察光源制御部２５は、第１の制御手
段の適用例であり、撮影光源制御部２４は、第２の制御手段の適用例である。
【００１７】
　上記構成は、一つの筐体に保持され、眼底カメラ光学部を構成している。そして、眼底
カメラ光学部は不図示の摺動台に載せられており、被検眼Ｅとの位置合わせができるよう
になっている。
【００１８】
　中央制御部２３はＣＰＵ等からなり、眼底カメラ１００全体の制御を行う。中央制御部
２３は撮影光量演算部２６、観察光量演算部２７を兼ねており、測光値算出部１９、画像
メモリ２８、光量メモリ２９、操作部３０、撮影スイッチ３１等と接続されている。
【００１９】
　撮影光量演算部２６及び観察光量演算部２７は、それぞれ後述の撮影光量補正部３２及
び観察光量補正部３３により撮影者が入力する撮影光量補正値Ｆｆ及び観察光量補正値Ｆ
ｏ、測光値算出部１９より出力される測光情報である測光値Ｓ、観察光源１４が被検眼Ｅ
に照射した観察光量の情報を基に撮影光源１２、観察光源１４の光量を決定する。ここで
光量とは、単位面積当たり一定時間内に照射される放射エネルギーのことをいい、光束Φ
の、ある与えられた時間Δｔにわたる時間積分である。本実施形態に係る眼底カメラ１０
０では、観察光源１４、撮影光源１２の照射前から照射後に至るまで不図示のシャッタを
開いた状態とし、観察光源１４は、その光強度を調整することでセンサが受光する撮影光
の光量を調節する。また撮影光源１２は、撮影光を射出する時間を調整することでセンサ
が受光する撮影光の光量を調節する。
【００２０】
　操作部３０は、検査者からの指示を入力するために設けられたものであり、少なくとも
撮影光量補正部３２、観察光量補正部３３、光量制御切替部３４を含む。操作部３０は例
えばジョイスティック、ダイヤル、スイッチ等で構成される。図２は、操作部３０の一例
を示す図である。図２の例において、撮影光量補正部３２、観察光量補正部３３、光量制
御切替部３４は撮影者が押下可能なスイッチである。撮影光量補正部３２は、自動撮影光
量制御における光量補正、もしくはマニュアル光量制御における光量設定に使用するため
、光量のプラス補正、マイナス補正ができるよう独立した２つのスイッチで構成されてい
る。観察光量補正部３３も同様の構成である。また、その他の操作部に関しては、不図示
のジョイスティックにより、検者側から見て前後左右に倒すことで被検眼Ｅと眼底カメラ
１００本体との前後左右方向の位置関係を調整可能である。さらにダイヤルを回すことで
被検眼Ｅと眼底カメラ本体との上下方向の位置関係を調整可能である。なお、観察光量補
正部３３は、第１の入力手段の適用例であり、撮影光量補正部３２は、第２の入力手段の
適用例であり、光量制御切替部３４は、切替手段の適用例である。
【００２１】
　次に、本実施形態に係る眼底カメラ１００の処理について説明する。図３は、本実施形
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態に係る眼底カメラ１００の処理を示すフローチャートである。
【００２２】
　ステップＳ１０１において、観察光源１４は観察光を射出する。観察光源１４が射出し
た観察光は、被検眼Ｅの眼底Ｅｒを照明する。定常光を発する観察光源１４から照射され
た光により照明される眼底Ｅｒからの反射散乱した光束は、瞳孔Ｅｐから被検眼Ｅを出て
撮像素子５に達する。撮像素子５を含む撮像部２２は、撮像素子５に達した光を受光して
眼底像を撮像する（ステップＳ１０２）。この処理では、撮像素子５の各画素は観察光を
受光し、夫々受光量に応じた電気信号を出力する。各画素からの出力はＡ／Ｄ変換素子１
７によりＡ／Ｄ変換され、眼底画像データとしてメモリ１８に格納される。また、デジタ
ル信号化された撮像素子５からの出力は、撮像制御部２１を介してモニタ２０に出力され
る。なお、メモリ１８に格納された眼底画像データをモニタ２０で表示してもよい。これ
により、眼底像がモニタ２０に映し出される。観察光源１４の受光量は、モニタ２０に映
出された眼底像が適当な明るさとなるよう、眼底カメラ１００による自動制御、もしくは
操作者が操作部３０を操作することにより調整される。また、ＷＤ光源１５はファイバ１
６を介して、アライメント指標を被検眼Ｅの角膜Ｅｐに投影する。操作者は図示のないジ
ョイスティックを使い、投影されたアライメント指標を参照し、被検眼Ｅと眼底カメラ光
学部との位置合わせを行う。さらに、フォーカスレンズ３の光軸方向の位置を図示のない
フォーカスノブを操作することによって調整し、映し出された眼底像のピント調整を行う
。
【００２３】
　ステップＳ１０３にて、測光値算出部１９は、メモリ１８に保存された眼底画像データ
から、眼底全体の平均画素値を測光値Ｓとして算出する。算出された測光値Ｓは、撮影光
量演算部２６及び観察光量演算部２７に出力される。
【００２４】
　次に、観察光量、撮影光量を定める方法について説明する。実際に撮影を行う光量であ
る制御撮影光量Ｐｆは、被検眼Ｅの眼底反射特性から自動的に定められる標準撮影光量Ｐ
ｆｓと撮影光量補正値Ｆｆとの加算により算出される。また、実際に観察を行う光量であ
る制御観察光量Ｐｏは、被検眼Ｅの眼底反射特性から自動的に定められる標準観察光量Ｐ
ｏｓと観察光量補正値Ｆｏとの加算により算出される。
【００２５】
　撮影光量、観察光量を定める要素である撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正値Ｆｏは、
操作者が操作可能な撮影光量補正部３２及び観察光量補正部３３の入力に応じて値が変更
される。また、光量制御切替部３４の操作によっても変更される。
【００２６】
　図３のＳ１０４以降の説明を行うためには、先ず撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正値
Ｆｏの値がどのように変更されるかを説明することが不可欠なため、一度説明の対象を図
４に移し、撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正値Ｆｏの変更処理について説明する。なお
、説明の都合上、図３のステップＳ１０３の説明の後に、図４に示す撮影光量補正値Ｆｆ
、観察光量補正値Ｆｏの変更処理を説明するが、実際には、図４に示す処理は、図３のス
テップＳ１０１からＳ１０９移行前までの間に、図３の処理とは非同期で処理が行われて
いる。
【００２７】
　以下、図４に示すフローチャートについて説明する。ステップＳ２００について、上述
の通り、撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正値Ｆｏの変更処理は、図３のステップＳ１０
１からＳ１０９移行前までの間に繰り返して行われる。
【００２８】
　ステップＳ２０１にて、中央制御部２３は、光量制御切替部３４の入力による、自動光
量制御オン／オフの切り替えを検知したか否かを判定する。自動光量制御オン／オフの切
り替えを検知した場合、ステップＳ２０２にて、中央制御部２３は、撮影光量補正値Ｆｆ
、観察光量補正値Ｆｏを初期化する。
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【００２９】
　以降の処理については条件によって分岐するため、先ず、本実施形態においてデフォル
トの設定となっている観察光量、撮影光量を個別補正且つ自動光量制御する場合の処理に
ついて説明する。この一連の処理では、撮影光量補正値Ｆｆは撮影光量補正部３２で増減
させることが可能であり、観察光量補正値Ｆｏは観察光量補正部３３で増減させることが
可能である。
【００３０】
　ここで、操作者が撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正値Ｆｏを増減させる目的について
説明する。先ず、撮影光量補正値Ｆｆを増減させる目的について説明する。図５は、撮影
光源１２で眼底を撮影した場合の、各眼底部位における反射強度の一例を示す図である。
眼底像をＸＹ平面で示し、反射強度をＺ軸方向で示している。図５に示す通り、一般に撮
影光源１２に用いられるような波長域の光源で眼底を照明すると、視神経乳頭部といわれ
る眼底部位が突出して高い反射を示す。そのため、撮影光量によっては視神経乳頭部が露
出過多となる可能性がある。従って、操作者が視神経乳頭部を露出過多にさせたくない場
合においては、撮影光量補正値Ｆｆを低く設定することで光量過多を防ぐことが可能とな
る。これに対し、撮影光源１２の光量を大きくすれば、より良好なＳＮ比の画像を得るこ
とができる、例えば操作者が視神経乳頭部の情報をそれほど必要としないのであれば、撮
影光量補正値Ｆｆを高めに設定して撮影すればよい。また、上記以外の理由でも、例えば
被検眼Ｅの疾患等により光量の微調整を行いたい場合には、撮影光量補正値Ｆｆを調整す
ることで対応可能となる。
【００３１】
　次に、観察光量補正値Ｆｏを増減させる目的について説明する。先ず操作者は、観察光
下で大きく二つのことを行う。一つ目は観察光下での眼底観察である。撮影光下で得られ
る撮影像が静止画であるのに対し、観察像は動画である等の理由から、観察光下での眼底
観察を行う場合がある。二つ目は位置合わせである、操作者はＷＤ光源１５から射出され
、角膜Ｅｐに投影されたアライメント指標を参照し、被検眼Ｅと眼底カメラ光学部との位
置合わせを行う。
【００３２】
　図６は、観察光下での眼底像を示す図であり、眼底像及びアライメント指標が示されて
いる。図６（ａ）は観察光が明るい場合の眼底像を示しており、図６（ｂ）は観察光が暗
い場合の眼底像を示している。例えば操作者が観察光下での眼底像を観察したいのであれ
ば、観察光量補正値Ｆｏを高めに設定し、図６（ａ）に示すように明るい眼底像を得れば
よい。また、例えば位置合わせを行う場合には、一定光量であるアライメント指標がはっ
きり見えるように観察光量補正値Ｆｏを低く設定し、図６（ｂ）に示すように暗い眼底像
を得ればよい。
【００３３】
　上記の通り、撮影光量を補正する理由と観察光量を補正する理由とが異なるため、本実
施形態では、撮影光量補正部３２と観察光量補正部３３とを別々に設け、個別に光量補正
を行うことができるように構成している。
【００３４】
　以下、観察光量、撮影光量の個別補正時の処理をステップ毎に説明する。ステップＳ２
０３にて、中央制御部２３は、自動光量制御のオン／オフを判定する。自動光量制御のオ
ン／オフは光量制御切替部３４で切り替えられる。自動光量制御ＯＮの場合はステップＳ
２０４に移行し、ＯＦＦの場合はステップＳ２０７に移行する。先ずは自動光量制御ＯＮ
の場合について説明する。
【００３５】
　ステップＳ２０４にて、中央制御部２３は、自動光量制御の操作者が行う光量補正が観
察光量、撮影光量で個別変更可能な設定となっているか、もしくは観察光量、撮影光量が
連動して変更される設定となっているかを判別する。個別変更可能な設定とするか、連動
して変更される設定とするかは、操作者が撮影前に図示のない設定部により設定可能であ
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る。個別変更可能な設定となっている場合はステップＳ２０５に移行し、連動して変更さ
れる設定となっている場合はステップＳ２０６に移行する。先ず、本実施形態におけるデ
フォルトの設定である、個別変更可能な設定である場合について説明する。
【００３６】
　ステップＳ２０５にて、中央制御部２３は、撮影光量補正部３２及び観察光量補正部３
３の入力検知を行う。入力なしの場合、中央制御部２３は何もしない。撮影光量補正部３
２からの入力を検知した場合、中央制御部２３は、ステップＳ２０８に移行し、撮影光量
補正部３２からの入力に応じて撮影光量補正値Ｆｆを増減する。一方、観察光量補正部３
３からの入力を検知した場合、中央制御部２３は、ステップＳ２０９に移行し、観察光量
補正部３３からの入力に応じて観察光量補正値Ｆｏを増減する。
【００３７】
　即ち、ステップＳ２０８にて、中央制御部２３は、撮影光量補正部３２からプラス補正
の入力があれば撮影光量補正値Ｆｆを補正単位であるＳｆａ分増加させ、マイナス補正の
入力があれば撮影光量補正値Ｆｆを補正単位であるＳｆａ分減少させる。撮影光量補正値
Ｆｆは、撮影光量補正値下限Ｆｆminから撮影光量補正値上限Ｆｆmaxの範囲で入力に応じ
て増減するが、例えば上限であるＦｆ＝Ｆｆmaxの際にプラス補正の入力があっても撮影
光量補正値Ｆｆの増減は行われない。本処理に関しては説明の簡単のため、図４では省略
している。
【００３８】
　ステップＳ２０９にて、中央制御部２３は、撮影光量補正値Ｆｆと同様に、観察光量補
正部３３からのプラス補正入力に応じて、観察光量補正値Ｆｏを補正単位Ｓｏａ分増加さ
せ、マイナス補正入力に応じて補正単位Ｓｏａ分減少させる。観察光量補正値Ｆｏについ
ても、観察光量補正値下限Ｆｏminから観察光量補正値上限Ｆｏmaxの範囲で入力に応じて
増減が行われる。本処理に関しても説明の簡単のため、図４では省略している。
【００３９】
　次に、ステップＳ２０４で分岐する、観察光量、撮影光量が連動して変更される設定時
における処理について説明する。この一連の処理では、例えば撮影光量補正部３２と観察
光量補正部３３との何れかが操作されれば、撮影光量補正値Ｆｆ及び観察光量補正値Ｆｏ
の両方が連動して変更される。
【００４０】
　本処理では、操作者が撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正値Ｆｏを連動して増減させる
ことが可能である。従って、個別変更可能な設定である場合と比較し、光量補正の自由度
は制限されるもものの、例えば、観察像を明るくすると撮影画像も明るく撮影されるため
、操作者が簡便な操作で且つ直感的に光量補正を行うことができる。
【００４１】
　観察光量、撮影光量が連動して変更される設定時では、処理はステップＳ２０４からス
テップＳ２０６に移行する。ステップＳ２０６にて、中央制御部２３は、撮影光量補正部
３２及び観察光量補正部３３の入力検知を行う。入力なしの場合、中央制御部２３は何も
しない。一方、中央制御部２３は、撮影光量補正部３２、観察光量補正部３３のうちの何
れかの入力を検知した場合、処理はステップＳ２１０に移行し、撮影光量補正値Ｆｆ、観
察光量補正値Ｆｏの両方を連動させて増減する。
【００４２】
　即ち、ステップＳ２１０にて、中央制御部２３は、撮影光量補正部３２又は観察光量補
正部３３のどちらかでプラス補正の入力であった場合、撮影光量補正値Ｆｆを補正単位で
あるＳｆａ分増加させ、且つ観察光量補正値Ｆｏを補正単位であるＳｏａ分増加させる。
一方、撮影光量補正部３２又は観察光量補正部３３のどちらかでマイナス補正の入力があ
った場合、中央制御部２３は、撮影光量補正値Ｆｆを補正単位であるＳｆａ分減少させ、
且つ観察光量補正値Ｆｏを補正単位であるＳｏａ分減少させる。補正単位Ｓｆａ、Ｓｏａ
の値及び撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正値Ｆｏの設定範囲は、ステップＳ２０８、ス
テップＳ２０９の個別変更可能な設定時と同様である。
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【００４３】
　次に、ステップＳ２０３で分岐する、マニュアル光量制御を行う場合の処理について説
明する。この一連の処理では、撮影光量補正値Ｆｆは撮影光量補正部３２で増減させるこ
とが可能であり、観察光量補正値Ｆｏは観察光量補正部３３で増減させることが可能であ
る。また、自動光量制御を行わないため、制御撮影光量Ｐｆ＝Ｆｆ、制御観察光量Ｐｏ＝
Ｆｏとなる。
【００４４】
　自動光量制御ＯＦＦであり、マニュアル光量制御を行う場合、処理はステップＳ２０３
からステップＳ２０７に移行する。ステップＳ２０７にて、中央制御部２３は、撮影光量
補正部３２及び観察光量補正部３３の入力検知を行う。入力なしの場合、中央制御部２３
は何もしない。撮影光量補正部３２からの入力があった場合、中央制御部２３は、ステッ
プＳ２１１に移行し、撮影光量補正値Ｆｆを増減する。また、観察光量補正部３３からの
入力があった場合、中央制御部２３は、ステップＳ２１２に移行し、観察光量補正値Ｆｏ
を増減する。
【００４５】
　なお、マニュアル光量制御時と自動光量制御時との違いは、撮影光量補正値Ｆｆの設定
範囲であり、マニュアル光量制御時においては撮影光量補正値Ｆｆの設定範囲は制御撮影
光量値Ｐｆの設定範囲と同範囲となっている。また、設定範囲が変更になることに伴って
補正単位も自動光量制御時と異なり、中央制御部２３は、撮影光量補正部３２からの入力
に応じてＳｆｍ単位で撮影光量を増減する。
【００４６】
　ステップＳ２１２にて、中央制御部２３は、観察光量補正部３３からの入力に応じて観
察光量補正値Ｆｏを増減する。観察光量補正値Ｆｏの設定範囲が制御観察光量値Ｐｏの設
定範囲と同範囲となり、観察光量の補正単位がＳｏｍとなる以外はステップＳ２０９と同
様である。
【００４７】
　再び、図３に示すフローチャートの説明に戻る。ステップＳ１０４にて、中央制御部２
３は自動光量制御オン／オフの判定を行う。上述した通り、自動光量制御オン／オフは光
量制御切替部３４で行われる。自動光量制御ＯＮの場合、処理はステップＳ１０５に移行
し、自動光量制御ＯＦＦの場合、処理はステップＳ１０６に移行する。
【００４８】
　ステップＳ１０５にて、撮影光量演算部２６は、測光値算出部１９で得られた観察光の
測光値Ｓと観察光源制御部２５が観察光源１４に照射させた観察光の光量値とから、被検
眼Ｅの眼底反射率Ｒを求める。眼底反射率Ｒとは、被検眼Ｅに照射された観察光の光量に
対する眼底からの反射光の光量の割合である。撮影光量演算部２６には、眼底反射率Ｒと
、眼底が適正な露出で撮影できる撮影光量とが対応付けられたテーブルが格納されている
。撮影光量演算部２６は、眼底反射率Ｒについて上記テーブルを参照することにより、眼
底が適正露出で撮影できる標準撮影光量Ｐｆｓを取得する。
【００４９】
　また、ステップＳ１０５においては、撮影光量演算部２６は、ステップＳ２０１～ステ
ップＳ２０８、又はステップＳ２０１～ステップＳ２１０にて増減された撮影光量補正値
Ｆｆと、標準撮影光量Ｐｆｓの値とを加算し、制御撮影光量Ｐｆを算出する。なお、ステ
ップＳ１０５において、観察光量演算部２７は、ステップＳ２０１～ステップＳ２０９、
又はステップＳ２０１～ステップＳ２１０にて増減される観察光量補正値Ｆｏと標準観察
光量Ｐｏｓの値とを加算し、制御観察光量Ｐｏを算出する。なお、観察光量演算部２７に
は、眼底反射率Ｒと眼底が適正な露出で観察できる観察光量とが対応付けられたテーブル
が格納されている。観察光量演算部２７は、眼底反射率Ｒについて上記テーブルを参照す
ることにより、眼底が適正な露出で観察できる標準観察光量Ｐｏｓを取得する。
【００５０】
　ステップＳ１０６にて、撮影光量演算部２６は、ステップＳ２０１～ステップＳ２１１
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で増減された撮影光量補正値Ｆｆを制御撮影光量Ｐｆに代入する。またステップＳ１０６
では、観察光量演算部２７は、ステップＳ２０１～ステップＳ２１２で増減された観察光
量補正値Ｆｏを制御観察光量Ｐｏに代入する。
【００５１】
　処理は、ステップＳ１０５又はステップＳ１０６を経てステップＳ１０７に移行する。
ステップＳ１０７にて、中央制御部２２は、撮影光量演算部２６により算出された制御撮
影光量Ｐｆを光量メモリ２９に格納する。また、ステップＳ１０７において、観察光量光
源制御部２５は、観察光量演算部２７で算出された制御観察光量Ｐｏとなるよう観察光源
１４を制御する。観察光源１４は制御に応じた光量で観察光を被検眼Ｅに照射する。
【００５２】
　検査者は、位置合わせとピント調整とが完了すると、撮影スイッチ３１を押す。中央制
御部２２は、撮影スイッチ３１が押されたか否かを判定する（ステップＳ１０８）。撮影
スイッチ３１が押されていない場合、処理はステップＳ１０２に戻る。一方、撮影スイッ
チ３１が押された場合、処理はステップＳ１０９に移行する。
【００５３】
　ステップＳ１０９にて、撮影光源制御部２４は、光量メモリ２９に格納された制御撮影
光量Ｐｆで撮影光を射出するように撮影光源１２を制御する。撮影光源１２は制御に応じ
た光用で撮影光を被検眼Ｅに照射する。撮影光源１２から発した光束は被検眼Ｅの眼底Ｅ
ｒを照明する。
【００５４】
　ステップＳ１１０にて、撮像部２２は撮影光を受光して眼底像を撮像する。撮影光源１
２から発した光束により照明された眼底Ｅｒからの反射散乱した光束は、瞳孔Ｅｐから被
検眼Ｅを射出し、撮像素子５に達する。撮像素子５はこの撮影光を受光して電子信号を生
成する。Ａ／Ｄ変換素子１７は、生成された電子信号をデジタル信号化し、中央制御部２
３はデジタル信号を静止画像データとして画像メモリ２８に保存する。
【００５５】
　以上のように、本実施形態では、眼底からの反射光の測光を行うことで被検眼Ｅの眼底
反射率Ｒを求め、適正な露出で撮影、観察可能な撮影光量及び観察光量を算出する。これ
に加えて、本実施形態は、操作者がその目的、用途等に応じて観察光源、撮影光源を個別
に調整を行うことを可能としている。即ち、本実施形態は、眼底反射率Ｒにより算出され
る標準撮影光量Ｐｆｓ、標準観察光量Ｐｏｓを操作者によって入力された補正値で自動的
に補正することができる。従って、操作者が撮影、観察の目的、用途等に応じて補正値を
入力すれば、その目的等に合致した適切な光量に観察光、撮影光が自動制御され、良好な
眼底検査を行うことができる。
【００５６】
　次に、本発明の他の実施形態について説明する。上記実施形態では、撮影光源１２は４
２０～７５０ｎｍの広帯域波長光源、観察光源１４は８５０ｎｍの実質的な単波長若しく
は極めて狭い波長帯域の光源としているが、これら以外の波長帯域を有する光源を利用し
てもよい。また、撮影光源１２と観察光源１４との波長帯域が大きく重複する場合におい
ては、両光源を同一光軸上に設ける構成でもよい。
【００５７】
　また、上記実施形態では、観察光源１４、撮影光源１２の照射前から照射後に至るまで
シャッタを開いた状態とし、観察光源１４は光強度を調整することで撮像素子５が受光す
る撮影光の光量を調節している。また、上記実施形態では、観察光源１４、撮影光源１２
の照射前から照射後に至るまでシャッタを開いた状態とし、撮影光源１２は撮影光を射出
する時間を調整することで撮像素子５が受光する撮影光の光量を調節している。しかし、
これに限らず、所望の露出に対応させて、光路に遮蔽物やフィルタの挿脱を行うことでセ
ンサが受光する光量を調整してもよい。また、撮影光源１２のセンサ到達光量の調整につ
いては、光強度の調整、シャッタを開いた時間（シャッタスピード）の調整により行って
もよい。
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【００５８】
　また、上記実施形態において、撮影光量補正部３２は、プラス補正、マイナス補正の入
力に対応するために独立した２つのスイッチから構成されているが、スライドスイッチや
シーソースイッチ等の形状をとり、１つのスイッチでプラス補正、マイナス補正ができる
ようにしてもよい。なお、観察光量補正部３３についても同様である。
【００５９】
　また、上記実施形態における操作部３０が果たす機能について、中央制御部２３による
制御によって変更するようにしても、機能毎に別々のダイヤル、ボタン等を設けてもよい
。また、ジョイスティック、ダイヤルにより行われる眼底カメラ本体部の位置調整は、中
央制御部２３により自動的に行ってもよい。さらに、撮影光量補正値Ｆｆ、観察光量補正
値Ｆｏの初期値は操作者が設定手段により設定できるようにしてもよい。
【００６０】
　上記実施形態では、観察光量、撮影光量で個別変更可能な設定と、観察光量、撮影光量
が連動して変更される設定との切り替えは、図示のない設定部により行っているが、この
設定を行うための部材を操作部３０にスイッチ等として設けてもよい。
【００６１】
　上記実施形態において、中央制御部２３、画像メモリ２８、撮影光量演算部２６、観察
光量演算部２７、操作部３０、撮影光量補正部３２、観察光量補正部３３、光量制御切替
部３４は、眼底カメラ１００内部に構成されている。しかし、上記構成のうちの一部もし
くは全部を、眼底カメラ１００と接続された外部コンピュータが担う構成としてもよい。
【００６２】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００６３】
　１９：測光算出部、２３：中央演算部、２４：撮影光量制御部、２５：観察光量制御部
、２６：撮影光量演算部、２７：観察光量演算部、１００：眼底カメラ
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【図５】 【図６】



(16) JP 5867990 B2 2016.2.24

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００９－０６６１０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２６７６１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－１９８８３０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　３／００－３／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

